
◇空家所有者が動産処分を行う費用の一部を補助
動産処分費の1/2（限度額：10万円）
（専門業者に依頼した費用が対象）

◇利用希望者と所有者のマッチングサービスを開始
（双方の意向をホームページで公開）

地域連携空家等活用事業について
～空家を地域の財産として活かそう～

問い合わせ先

〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号（金沢市第一本庁舎３階）
金沢市 都市整備局 建築指導課 空家活用室
TEL ０７６（２２０）２１３6 FAX ０７６（２２０）２１３４ （裏面あり）

NEW!

地域にある空家の活用や老朽化した空家の解消を促進するため、地域
と連携した空家や空家を解体した跡地を町会等が活用する際に、必要と
なる整備費の一部を支援します。

令和６年度 制度を拡充しました！



補助による整備事例

１．金沢市役所の空家相談
□ 総合相談・出前講座 ： 建築指導課空き家活用室 ☎２２０－２１３６

（活用・管理・予防等）
□ 草・樹木の繁茂 ： 環境政策課 ☎２２０－２５０８
□ 防犯 ・ ： 危機管理課 ☎２２０－２３６６
□ ごみ・ ： ごみ減量推進課 ☎２２０－２３０２
□ 小動物・害虫 ： 衛生指導課 ☎２３４－５１１４

２．売買、賃貸、管理、解体、相続、登記、税金等の相談
□ 石川県空家総合相談窓口〔一般公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会内〕

☎０１２０－４２４－４２５

３．相続、遺言、登記等
□ 司法書士無料登記相談 金沢市役所第一本庁舎２階市民相談室（毎週水曜日 １３：００～１６：００）

☎２２０－２２２２
□ 司法書士総合相談センター 金沢市新神田４丁目１０番１８号

・電話無料相談（平日１０：００～１６：００） ☎２９２－８１３３
・面接無料相談（毎週水曜日予約制１８：００～２０：００） ☎２９１－７０７０

マッチングサービスのイメージ

・団体名
・利活用の目的 等

空き家・空き地所有者 活用希望者（町会・NPO法人等）

登録

情報提供

登録

情報提供

・物件情報
・活用希望 等

マッチング

金沢市

市による運営・管理

HPで公開


